
従業員の健康への投資

従業員の健康増進
従業員の活力向上

組織の活性化
繊細性の向上

人材の定着率
の向上

優秀な人材
の獲得

業績向上
企業価値向上
業績向上

企業価値向上

制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
運転
設備

１０年以内経営改善貸付

日
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政

策

金

融

公

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）
融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び娯
楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方
④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
〈特例〉賃上げ貸付利率特例制度の対象者は、創業後３ヶ月以上の事業者であって、
雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みが
ある事業者に限ります。

新
津
商
工
会
議
所

1.80％
※特例：1.3％
（当初２年間） 
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能　登　半　島　地　震
特 　 別 　 貸 　 付

各融資制度の
限度額に6,000
万円を加えた額

令和６年能登半島地震による被災によって生じた損害を復
旧するために必要な設備資金および運転資金。または災害
に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転
資金。

１５年以内
２０年以内

運転
設備

①被害証明書等の発行を受け
　た方
【3,000万円まで】
当初3年間：基準利率－0.9％
3年経過後：基準利率－0.5％
【3,000万円超】
基準利率－0.5％
②上記以外の方
各制度に定められた利率



令和７年７月１日現在



























　健康診断は、現在の健康状態を調べて将来の病気の危険を見つけ

る為に必要である事は一般的に知られていますが、事業者は労働安

全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を

実施しなければならないことはご存じでしょうか？また、労働者は、

事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

　新津商工会議所では会員事業所及びその家族、従業員並びに勤労

者福祉共済会員を対象とした定期健康診断を実施いたします。料金

は会員特別料金とさせていただいており、勤労者福祉共済会員の方

は各コース（協会けんぽ一般健診を除く）において、お一人様１，０００

円の割引料金となります。

　是非、この機会にご受診くださいますようお願い申し上げます。

    　10/6（月）～9（木）　

    　8:30 ～ 12:00　13:30 ～ 15:00

　　　　　　  ※ 9（木）は午前のみ

  　　新津地域交流センター

  　　一般社団法人　新潟縣健康管理協会

  　　新津商工会議所

　　　  　　　TEL 0250-22-0121

　　　  　　　FAX 0250-25-2332

(3) 2025.7.15 vol.890

76.1MHZ


